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令和４(2022)年みよし市教育委員会 第８回定例会 会議録【公開用】 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

説明のため出

席した職員 

 

 

 

書 記 

 

傍 聴 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

日 程 ２ 

【教育長報

告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

令和４(2022)年８月１８日（木）午前１０時開議 

 

市役所６階６０１．６０２会議室 

 

教育長：今 瀬 良 江   教育長職務代理者：原 口 百合子 

委  員：鈴 木 千 郷   委 員：近 藤 憲 司 

委 員：加 藤 知 子 

 

教育部長：冨田泰隆、教育部参事：増岡潤一郎、教育部参事兼学校教育課

長：新美貴宏、教育部次長兼教育行政課長：木戸貴秀、歴史民俗資料館長：

村山孝文、学校給食センター所長：伊藤益好、スポーツ課長：林 幸男、

生涯学習推進課長兼中央図書館長：二子石 勝 

 

教育行政課副主幹：西世古貴志、教育行政課主査：溝口 洋 

 

なし 

 

 教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会

議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。 

また、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６

条第１項の規定に基づき、教育行政課西世古副主幹と溝口主査にお願いし

ます。 

 

 本日の定例会への傍聴の申出はありませんでした。 

 

 本日の会議で、承認第１３号及び承認第１４号につきましては人事に関

する事件のため、みよし市教育委員会会議規則第１９条第１項ただし書の

規定に基づき非公開としたいと思いますが、非公開の議案とすることに賛

成の委員は挙手をお願いします。 

 

【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって承認第１３号及び承認第１４号につきましては、

非公開とします。 

 

日程１、令和４年みよし市教育委員会第８回定例会を開会します。 

（午前１０時） 

 

日程２、教育長報告。 

お配りしました報告書のとおりです。委員の皆様には士別市の視察研修

たいへんご苦労さまでした。 



 会‐2 

日 程 ３ 

【前回会議

録の承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ４ 

【 議 事 】 

議案第２０

号（令和４年

度教育委員

会点検評価

報告（令和３

年度実績）に

ついて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程３、前回会議録の承認 

 前回会議録について、要点説明をお願いします。 

 

【前回（第７回定例会）会議録の要点説明】 

 

 ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条

第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員は、挙手をお願いしま

す。 

 

【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、会議録は承認されました。 

 

 日程４、議事に入ります。 

 

議案第２０号の説明をお願いします。 

 

１ページを御覧ください。議案第２０号令和４年度教育委員会点検評価

報告書（令和３年度実績）についてお願いします。この案を提出するのは、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果

に関する報告書を議会に提出し、公表する必要があるからであります。 

令和２年度に、「みよし市教育振興基本計画―みよし教育プラン―」の中

間見直しがされました。事務事業の内部点検に関しては、この計画の進捗

状況を点検し評価することとしています。本年度は中間見直し後の１年間

の進捗状況を中心に点検、評価することといたしました。 

Ａ３の概要版を基に、点検評価の内容を説明させていただきます。 

「２０の作戦 Plus One」重点施策についてですが、今回提出させてい

ただいたＡ３の資料１を御覧ください。令和２年度に引き続き、令和３年

度も新型コロナウイルス感染症の多大な影響を受けましたが、感染対策を

講じながら、できることを実施し、重点施策である「２０の作戦 Plus One」

を進めてまいりました。主なものについて御紹介します。 

作戦⑤ 主体的・対話的で深い学びを実現するため、新型コロナウイル

ス感染症対策を講じながら、授業研究を進めました。また、教科領域等指

導員を複数配置したことで、指導員同士の情報共有も進んでいます。 

作戦⑥-2 市内全ての小中学校の校内無線ＬＡＮ整備と全児童生徒一人

一台の学習用タブレットの配備が完了しましたので、校外学習での活動等、

モバイルルーターの試験運用を開始しています。本年度、各校１０台を配

備し、子どもの学びを支えています。 

作戦⑨ ８の字跳びの通信大会「いいじゃんスポーツチャレンジ inみよ

し」を実施しました。各校、学級単位で、休み時間等を活用して、積極的

に取り組んでいただきました。各校で跳んだ回数を競う等、１２校中８校
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教 育 長 

 

の学校が参加して実施できました。 

作戦⑭ サンライブにおいては春夏講座を３８講座、秋冬講座を５７講

座、新春講座を４８講座実施しています。新型コロナウイルスの感染拡大

の収束が見えない中でも、対策を講じて実施できました。 

作戦⑱ 昨今の社会情勢の変化に伴い、サンライブでの充実した図書館

サービスとして、電子書籍サービスを開始しました。令和３年度は、２，

３３６冊の貸出を行いました。 

このように、新型コロナウイルス感染症への対応を図りながらの取組や、

次代のニーズに合った取組を進められたことが、令和３年度の大きな成果

です。 

続いて外部評価員（学識経験者）の評価についてですが、外部評価委員

として評価をいただいた名古屋大学大学院教授の石井拓児先生や、愛知教

育大学准教授の中山弘之先生からは、資料１右下の２「学識経験者による

意見」の通り、施策への取組を評価していただくとともに、今後への課題

や提案をいただきました。 

石井先生からは、「学び合い」の授業づくりを推進していること、モバイ

ルルーターの試験的運用、年間１６回のみよしっこ広場の実施について、

高く評価していただきました。一方で、子育て支援に関する課題、部活動

の地域移行に関する課題、コミュニティ・スクールに関する課題を御指摘

いただきました。 

中山先生からは、コロナ禍であっても感染防止対策を講じた上で、サン

ライブや各種講座を開催したこと、電子書籍サービスの開始等を評価して

いただきました。一方で、社会体育行政や文化行政のさらなる充実、他の

施設を活用した社会教育事業の実施への御指摘をいただきました。 

括弧内の表記は、今後の方針や取組について、簡単に記載させていただ

きました。 

続いて「２０の作戦 Plus One」成果指標に対する進捗状況についてで

すが、裏面の資料２を御覧ください。こちらには「２０の作戦 Plus One」

すべてについて、進捗状況が一覧で分かるようにまとめてあります。成果

指標と令和７年度の目標に対する現状を一覧として示してあります。アン

ケートにより調査している項目については、Ｒ３として示してありますが、

アンケート等を実施していない部分につきましては、参考として示したも

の、それ以前の実態を示してあるものもございます。 

本冊子については、ただ今説明させていただいた「２０の作戦 Plus 

One」、「学識経験者による意見」に、「全施策の進捗状況」、「教育委員会の

事業実施状況」、「今後の方針」を加え、合計８５ページの冊子となりまし

た。 

今後も、教育委員会一丸となって本計画の着実な遂行を目指します。説

明は以上です。 

 

議案第２０号について、質疑又はご意見のある委員は挙手をお願いしま

す。 
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承認第１３

号（臨時代理

の承認につ

いて みよ

し市教育委

員会事務局

職員の休職

について） 

 

承認第１４

号（臨時代理

の承認につ

いて みよ

し市教育委

員会事務局

職員の任命

について） 

 

承認第１５

号（臨時代理

の承認につ

いて 教育

予算、その他

議会の議決

を経るべき

議案に関す

る意見の申

出について） 

 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【質疑・意見なし】 

 

質疑ありませんので、議案第２０号令和４年度教育委員会点検評価報告

（令和３年度実績）について、原案を可決することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

 

承認第１３号の説明をお願いします。 

 

 

承認第１３号 

非公開のため、議事録についても非公開 

 

【結果】  原案どおり承認 

 

 

承認第１４号の説明をお願いします。 

 

承認第１４号 

非公開のため、議事録についても非公開 

 

【結果】  原案どおり承認 

 

 

 

承認第１５号の説明をお願いします。 

 

資料９ページをお願いします。 

承認第１５号 臨時代理の承認について説明いたします。 

教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出につい

て、教育長に対する事務委任規則第３条により別紙のとおり臨時代理しま

したので、同規則第４条により報告し、承認を求めるものです。 

資料１０ページ、臨時代理書をお願いします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長

から令和４年度みよし市一般会計７月補正予算（教育費）について意見を

求められたため、同意することについて、緊急を要し、かつ、教育委員会

の会議を招集する時間的余裕がなかったので、教育長に対する事務委任規

則第３条の規定により、令和４年７月１５日に臨時に代理しました。 

資料１１ページ令和４年度７月補正予算（教育費関係）事業概要をお願
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教 育 長 

 

 

近 藤 委 員 

 

 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

近 藤 委 員 

 

 

教育行政課長 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

いします。 

款１０教育費、項５社会教育費、目２青少年教育費、小事業青少年健全

育成推進協議会等事業は、大学生等に生活応援品を支給する事業として、

新型コロナウイルス感染症の影響による大学生等の生活を経済的に支援す

るとともに、故郷に対する郷土愛を醸成するため、１万円相当のみよし市

特産品の詰め合わせを送る事業で、補正予算額４千１８万３千円でありま

す。 

目４図書館費、小事業市民情報サービスセンター図書コーナー整備事業

は、サンネットに図書の自動貸出機を整備する事業として、図書資料自動

貸出機を導入することで図書貸出時に利用者本人のみが本に触れるため、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る事業で、補正予算額２百１５

万３千円、補正予算合計額４千２百３３万６千円であります。以上です。 

 

承認第１５号について、質疑又はご意見のある委員は挙手をお願いしま

す。 

  

 １番の大学生等生活応援品支給事業ですが、事業費は約４千万円程です

が、みよし市に籍がある方に配付するのかお尋ねします。 

 

 対象につきましてはメインのターゲットとしていますのは、１９歳から

２２歳の人でみよし市に住民票のある方又は遠方の大学等へ行くためみよ

し市から転出した学生のうち保護者が市内に在住されておれば含まれま

す。さらに２３歳以上２９歳までの学生も対象となっている場合で、同様

にみよし市に住民票があるか保護者が市内に在住であれば対象となりま

す。 

 

 他に質疑はありますか。 

 

 この事業は全国的に実施されているものなのかみよし市の独自の事業な

のか教えてください。 

  

みよし市の独自の事業となります。類似の事業で多いのが学校へ通うため、

市外に一人で暮らしている人を応援するというものです。しかし、みよし

市はさらに対象を拡大して事業を実施いたします。 

 

 他はよろしいでしょうか。 

 

 【質疑・意見なし】 

 

質疑ありませんので、承認第１５号臨時代理の承認について 教育予算、

その他議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出について、原案を可

決することに賛成の委員の挙手を求めます。 
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日 程 ５ 

【協議及び

報告事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、承認第１５号は原案のとおり可決されました。 

 

続きまして、日程５、協議及び報告事項に入ります。次第に従って、協

議及び報告をお願いします。 

 最初に９月教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

 

令和４年９月の行事予定は、資料１２ページから１４ページのとおりで

す。 

教育委員の皆さまにご案内させていただく行事といたしましては、９月

８日木曜日の第２回教育長・教育委員研究協議会、こちらにつきましては

近藤委員と加藤委員にお願いします。１１日日曜日の第４０回みよし市郷

土芸能伝承活動発表会、１４日水曜日の教育委員協議会及び第９回教育委

員会定例会であります。それと１７日土曜日の日本カヌーポロ選手権大会

及び日本カヌーポロジュニア選手権大会兼日本高等学校カヌーポロ選手権

大会であります。それぞれご案内いたしますので、よろしくお願いします。

なお、２５日日曜日の中学校新人体育大会については委員に出席を求める

ものではありませんので訂正します。以上です。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 【質疑なし】 

 

 続きまして教育行政課からの報告事項について説明をお願いします。 

 

 資料１６ページをご覧ください。 

 審査承諾をした後援等申請の報告について、報告させていただきます。 

 審査承諾をした後援等申請は、過去に後援等の実績のある事業が４件、

新たに後援等の申請があった事業が１件で、合計５件でした。 

 順に説明いたします。 

 ３１ 第５０回人権を理解する作品コンクール、申請者が名古屋法務局

人権擁護部、愛知県人権擁護委員連合会です。開催日が令和４年１０月１

４日から令和５年２月２１日まで。会場は、名鉄百貨店本店。内容は、県

内の小中学生を対象とした人権に関するポスター、書道、標語作品の募集

と掲示です。 

 ３２ 第４９回豊田みよし珠算競技大会（愛知県小学生あんざんそろば

ん予選大会）、申請者は公益社団法人全国珠算教育連盟愛知県支部豊田地

区。開催日は、令和４年１０月３０日。会場は、豊田市福祉センター。内

容は、珠算競技です。 

 ３３ 第２７回市民カヌーポロ大会、申請者は、みよし市カヌー協会。

開催日は、令和４年９月４日。会場は、保田ケ池カヌーポロ競技場。内容
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教 育 長 

 

鈴 木 委 員 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

教育部参事 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

は、一般市民と市協会登録会員のカヌーポロ競技となっています。 

 ３４ ヒューマンアカデミーロボット教室無料体験会、申請者は、ヒュ

ーマンアカデミー名古屋事務局。開催日は、令和４年９月１０日から１０

月２２日。会場は、おかよし交流センター、サンライブ。内容は、小学生

を対象にブロックキットによるロボットの組み立てを通してプログラミン

グを学ぶ講座の開催です。 

 続いて、新規のものです。 

 ３０ 刃～ＪＩＮ～コンサート「令和邦楽浪漫譚」、申請者は、株式会社

ジーコーポレーション。開催日は、令和４年９月２４日。会場は、みよし

市文化センターサンアート小ホール。内容は、津軽三味線、尺八、和太鼓

等によるコンサートです。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

後援とは関係ありませんが、豊田市ですと子どもの権利について力を入

れているのですが、みよし市の場合どれくらい子どもの権利について進め

ていますか。 

 

豊田市は平成１９年に「豊田市子ども条例」を定められまして、それに

基づいていじめ対策などを実施しておられます。みよし市の場合、条例の

制定までは進んでいませんが、子ども人権のことについて、あるいはいじ

め対策のことについては網羅していますので、豊田のものと見比べたので

すがやっていることは変わらないと思います。すべての市町村が条例を制

定しているわけではありませんが、検討を進めていく事案だということは

思っています。 

 

平成２１年と２２年に県の人権教育研究地区にみよしが選ばれてその折

には市を挙げて人権教育について取り組みました。また、４年ほど前にな

りますが三好丘中学校を中心に幼稚園、保育園から中学生まで地域を巻き

込んで人権教育の推進地区の研究指定を受けて地域を挙げて人権を守って

いく研究をし、その内容を市全体で共有して人権教育を進めています。 

 

一人一人の考えを大事にしましょうと個々の考えを尊重させるため、授

業の中にも人権教育を盛り込んでいき、それが今三好丘中学校の授業づく

りになっています。こうした取り組みが脈々と受け継がれ、今年度１０月

下旬に研究発表会を開き、授業づくりを見ていただくことになっています。 

 

他にありますか。 

 

【質疑なし】 

 

 続きまして、歴史民俗資料館からの報告事項について、説明をお願いし
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ます。 

 

 第４０回みよし市郷土芸能伝承活動発表会について、ご説明いたします。

資料の１８ページをお願いします。  

 みよし市に伝わる祭り囃子、巫女舞、棒の手などの民俗芸能の伝承活動

をより活発になるように、また、市民の皆様に伝承民俗芸能に対する理解

をより深めていただくことを目的に開催します。 

今年度は９月１１日の日曜日にサンアートで開催します。新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、３年ぶりの開催となります。 

教育委員の皆様にも、もうすぐご案内が届きますが、御自由に御観覧いた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、説明とさせ

ていただきます。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

 続きまして、スポーツ課からの報告事項について、説明をお願いします。 

 

 資料１９ページ、令和４年度みよし市後期スポーツ教室について、後期

のスポーツ教室を９月から１２月までの間で開催してまいります。 

 ２の目的です。教室数は、前期と同じ４教室で、三歳児と親御さんを対

象とした①の幼児の親子体操教室から④の成人を対象とした教室で、①か

ら④をそれぞれ目的として実施いたします。 

 申し込み方法は、２１ページの表にありますＱＲコードによる申込みと

申込用紙による受付を実施、受付状況でスタンツ教室が定員を超えてしま

いましたが全て受け入れて実施いたします。 

 続きまして、２２ページ、第１５回愛知県市町村対抗駅伝競走大会につ

いて、本年度、開催予定となっています本大会に本市も参加いたします。 

３の期日は令和５年１月１４日土曜日、４の会場は、愛・地球博記念公園

内周回コース、５の区分距離は、９区間で３０．６Ｋｍでございます。 

 ２３ページ、第１５回愛知県市町村対抗駅伝競走大会練習会について、

本大会に向けて練習会を開催します。１の主催はみよし市スポーツ協会、

２のみよし市陸上競技連盟の協力をいただき、９月３日土曜日から翌年の

１月１２日木曜日まで毎週木曜日と土曜日に行います。 

 ２４ページ、第１５回愛知県市町村対抗駅伝競走大会選考会について、

本大会に出場する選手の選考会を行います。 

 ３の期日、第１回が令和４年９月１７日土曜日、第２回は１０月１日土

曜日、選手の決定は、この２回の選考会の記録と他の公式競技会での記録

を参考にして決定してまいります。 

 ２６ページ、令和４年度日本カヌーポロ選手権大会について、３の主催

は日本カヌー連盟、４の共催で、みよし市、みよし市教育委員会、中日新
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教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

事 務 局 

 

聞社、８の期日は、令和４年９月１６日金曜日から９月１８日日曜日まで、

９の会場はみよし市の保田ヶ池カヌーポロ競技場です。 

 恐れ入りますが、教育委員の皆様には、９月１７日土曜日の開会式には

ご案内をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 ２７ページ、令和４年度日本カヌーポロジュニア選手権大会兼令和４年

度日本高等学校カヌーポロ選手権大会について、先ほどの日本カヌーポロ

選手権大会と同時開催で実施いたします。日程、会場は変わりません。１

０の種目として、小学生の男子・女子、中学生の男子・女子、高校生の男

子・女子の部を行われ、市内の小中高生が参加いたします。 

 ３４ページ、第１６回三好池Ｅボート交流会について、２の主催はみよ

し市カヌー協会、３の共催としてみよし市教育委員会、６の日時は、１０

月２日日曜日午前９時から、７の会場は三好池カヌー競技場で開催いたし

ます。８のチーム編成は、１チーム１０人で、小学４年生以上で参加でき

ます。以上で説明を終わります。 

 

 ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 Eボートの開会式は、教育委員さんへの御案内はどうしますか。 

 

 確認をして、お知らせします。 

 

 他は、よろしいでしょうか。 

 

【質疑なし】 

 

 他に報告事項はありますか。 

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

日程６、令和４年みよし市教育委員会第８回定例会を閉会します。 

（午前１０時４０分） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

 

次回は、令和４年９月１４日水曜日午前１０時から、市役所６階６０１・

６０２会議室にて、第９回定例会を開催いたします。 

 

 


